
徳島県は全国と比較すると、結核り患率や高齢者患者割合が高く、７割が高齢者患者です。
そのため、高齢者施設で結核に遭遇する機会は少なくありません。
平時から結核を意識することで、早期発見につながり、施設の感染拡大を防ぐことができます。

結核対策に御協力ください

●典型的な症状
『咳』『微熱』『身体のだるさ』

●感染経路
菌を出している結核患者の咳やくしゃみ
によって、空気中に結核菌が飛び散り、
周りの人が結核菌を吸いこむことで感染

●高齢者結核患者の特徴
免疫の低下から発病しやすい
発病しても咳や微熱の症状が
出ないことがある

（高齢者の半数以上が呼吸器症状がない）

結核について

高齢者施設における

★結核治療において、毎日欠かさず服薬することが最も重要です
保健所では服薬の支援を行いますので、施設において服薬継続する場合には、
職員による服薬確認に御協力ください

★結核は薬で治る病気です
治療中・後の高齢者が必要なサービスを継続利用できるよう御理解ください

★施設内で患者が発生した場合、接触者健診を実施しています
患者発生後の調査や接触者リストの作成等に御協力ください＜裏面参照＞

お願いしたいこと

結核菌に「感染」しても「発病」までに
半年以上かかり、またすべての人が
発病するとは限りません

「結核感染 ≠ 全員が感染源」のため
過度な隔離は不要です

発病すると、周りの人に感染させることが
あるため、早期発見・早期治療が大切です

むやみに恐れず普段通りの
温かいケアをお願いします

感染と発病について

POINT 1

発熱･食欲低下･咳･痰等の症状が
２週間以上続いていませんか？
体重減少等がみられる場合も
かかりつけ医等を受診しましょう

早期発見のために

●ハイリスク者を知る

●日々の健康チェック！

・コントロール不良の糖尿病患者
・人工透析患者
・免疫抑制剤やステロイド治療の患者など

POINT 2

・職員と利用者の結核定期健診の受検状況
（胸部レントゲンに異常がないかどうか）
を確認しましょう！

●１年に１回の結核定期健診

※義務があります※
養護、特別養護、軽費老人ホーム等は、
結核定期健診を実施し、
保健所に報告する義務があります

（感染症法第53条の2、第53条の7）
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保健所から施設へ連絡
感染性（＝人にうつす危険）のある結核患者が利用した施設を把握した場合
保健所から施設へ連絡の上、対応を一緒に考えていきます

●患者の利用状況に応じて、保健所の保健師が施設へ調査を実施します
●下記の内容を確認し、接触者のリストの作成について依頼します

保健所の調査

接触者健診への御協力をお願いします

●本人について

□サービスの種類
利用期間・頻度

□施設利用中の
本人の体調（症状等）

□施設利用中の
本人の様子（他の利用
者との接触状況等）

●接触者について

□患者との接触者状況
内容・時間

□結核を疑う症状の有無
□免疫力を低下させる基礎
疾患の有無

□直近の胸部レントゲンの
結果

□施設職員の勤務状況

●施設の環境について

□患者が利用していた
部屋や食堂等の間取り

□施設の換気状況

接触者健診の実施

FAX電話番号住所郵便番号問い合わせ先

088-652-9334088-602-8907徳島市新蔵町3丁目80770-0855徳島保健所

0883-22-17600883-36-9019吉野川市鴨島町鴨島106-2776-0010吉野川保健所

0884-22-64040884-28-9874阿南市領家町野神319774-0011阿南保健所

0884-74-73650884-74-7343美波町奥河内字弁才天17-1779-2305美波保健所

0883-53-94460883-52-1018美馬市穴吹町穴吹字明連23777-0005美馬保健所

0883-72-68840883-72-1123三好市池田町マチ2542-4778-0002三好保健所

リスト作成 対象者決定 健診実施

●接触者を把握するために
必要なリストを施設で
作成してもらいます

●様式は保健所から送ります

●施設提出のリストをもとに
健診対象者を決定の上
施設に報告します

●保健所で健診を実施します
（採血や胸部レントゲン撮影）

●付添等の協力をお願いする
ことがあります

連絡をお待ちください


